提出用　子②

扶養状況届

全ての項目に記入または✔して下さい
扶養に関する申告

認定対象者については、私が主たる生計維持者であり、本届・全ての添付書類の内容が事実に相違ないことを申告します。なお、提出後に扶養状況に変更があった場合は、速やかに被扶養者資格の削除手続きをいたします。

届出義務を怠たり、あるいは事実と異なる届出を行っていた場合は、遡って資格取消を受け、当該期間にわたり健保組合から受け取った療養費・給付金のすべてを返戻いたします。
長瀬産業健康保険組合　殿　　　　　　　　　　　　　　　　令和     年     月     日
	保険証記号　
	番号　
	被保険者　     


	認定対象者の
氏名
	
	生年月日
	令和　


お子様の被扶養者認定にあたり、以下の質問にご回答いただき、夫婦共同扶養(◆)の場合は、必要書類をご提出いただきますようご協力をお願いいたします。

●被保険者の配偶者が加入している健康保険は？

 FORMCHECKBOX 
長瀬健保（被扶養者）
提出書類はありません

 FORMCHECKBOX 
他の健康保険の被保険者
夫婦共同扶養です。被保険者および配偶者双方の収
入について、別添１「共同扶養の収入確認」と添付
書類を提出してください。
 FORMCHECKBOX 
長瀬健保の被保険者･･････　夫婦共同扶養です。被保険者および配偶者双方の収
入について、別添１「共同扶養の収入確認」と添付
書類を提出してください。

	Ⓐ　過去の収入比較
	提出書類（本人・配偶者ともに必要です）

	いずれかにチェック後、設問Ⓑへ
	【必須】被保険者の収入について　
	以下のいずれか一つ
・非課税証明書（写）
・課税証明書（写）
・住民税決定通知書（写）

	
	
配偶者が給与所得者（パート・アルバイト含む）の場合
	

	
	
配偶者が自営業者の場合

	確定申告時に税務署に提出した
書類一式（写）

	

	Ⓑ　現在の収入比較
	提出書類（本人・配偶者ともに必要です）

	該当する項目すべてにチェック後、設問Ⓒへ
	【必須】被保険者の収入について
	直近の給与明細のコピー1か月分
※　被保険者が入社直後の場合は「雇用内容契約書（写）」と配偶者の給与明細（写）1か月分
※　配偶者が産休育休取得中の場合は、産休育休取得以前の満額支給月の給与明細書（写）1カ月分

	
	
配偶者が給与所得（パート・アルバイト含む）の場合
	

	
	
配偶者が自営業者の場合の場合
	　直近の1か月分の売上明細（写）

	

	Ⓒ　将来の収入比較
	本人・家族ともチェックしてください

	いずれかにチェック後、この用紙とともに
ⒶⒷすべての書類を提出して下さい
	
被保険者の収入について、今後も変更はない
	提出物はありません

	
	
被保険者の収入について、今後、増加又は減少する可能性がある
	増加　　・　　減少

	
	（増加又は減少する理由）基本給に変更がある等
増加又は減少後の概算年収：　　　　　　　　　　　　円（育児休業中の場合、育児休業給付金も含む）

	
	
配偶者の収入について、今後も変更はない
	提出物はありません

	
	
配偶者の収入について、今後、増加又は減少する可能性がある
	増加　　・　　減少

	
	（増加又は減少する理由）基本給が変わる、退職予定である等
増加又は減少後の概算年収：　　　　　　　　　　　　円（育児休業中の場合、育児休業給付金も含む）



     【参　考】
　　　育児休業中の育児休業給付金を含めた概算年収を計算する場合、以下の厚生労働省のサイトのＱ７に概算が示されて
いますので、参考にしてください。

　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
新 生 児





（◆） 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について


（令和3年4月30日保保発0430第2号、保国0430発第1号）





夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定にあたっては、下記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。


被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入（過去の収入、現


時点の収入、将来の収入等から今後１年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。）が多い方の被扶養者とする。








共同扶養の収入確認書
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